
認可外保育施設関係事務連絡会
（令和８年３月）

説明動画
主催：浜松市こども家庭部幼保支援課

実施月 令和８年３月

資料掲載日（ＨＰ） 令和８年３月２６日（木）

説明動画公開期間 令和８年３月２６日（木）～令和８年９月３０日（水）
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認可外保育施設関係事務連絡会 次第
主催：浜松市こども家庭部幼保支援課
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1 ： 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 ： 2 ○ ○ ○ ○ ○

3 ： 3 ○ ○ ○ ○

4 ： 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 ： 5 ○ ○ ○ ○

6 ： 6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

-

法届出対象施設
顧客児童限
定保育施設

発災時の被災状況報告について
幼保支援課
企画・制度グループ
TEL：457-2827

幼児教育・保育の質の向上に向けた取り組みについて
幼保運営課
指導グループ
TEL:457-2117

令和８年度 指導監査（立入調査）の概要について
こども若者政策課
監査・調整グループ
TEL:457-2795

令和８年度　浜松市教育・保育施設等物価高騰対策助成事業費
補助金について

幼保支援課
事業グループ
TEL：457-2118

動画
開始
目安
時間

提出書類

の有無

No

説明
動画

資料
No

対象類型

項目名

変更届等における自署又は押印の廃止について
幼保支援課
企画・制度グループ
TEL：457-2827

施設、防災に関する基本情報等の調査について
幼保支援課
企画・制度グループ
TEL：457-2827

担当グループ



認可外保育施設関係事務連絡会 次第
主催：浜松市こども家庭部幼保支援課
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7 ： 7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 ： 8 ○ ○ ○ ○

9 ： 9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 ： 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 ： 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12 ： 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

-

令和８年度の幼児教育アドバイザー派遣事業について（予定）
幼保運営課
指導グループ
TEL:457-2117

重大事故報告の提出について

感染症・食中毒疑い事例発生報告書の提出について

法届出対象施設
顧客児童限

定保育施設

令和８年度の研修会について（予定）
幼保運営課
指導グループ
TEL:457-2117

動画
開始
目安
時間

提出書類
の有無

No

説明
動画

資料
No

対象類型

項目名 担当グループ

幼保運営課
指導グループ
TEL:457-2117
幼保運営課
指導グループ
TEL:457-2117

給食における異物混入の報告について
幼保運営課
指導グループ
TEL:457-2117

保育施設におけるアレルギー疾患生活管理指導表について（食
物アレルギー）

幼保運営課
指導グループ
TEL:457-2117



認可外保育施設関係事務連絡会
（令和８年３月）

【資料】
主催：浜松市こども家庭部幼保支援課

資料掲載日（ＨＰ） 令和８年３月２６日（木）

説明動画公開期間 令和８年３月２６日（木） ～令和８年９月３０日（水）
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次第№1 変更届等における自署又は
押印の廃止について

対
象
類
型

法届出対象施設 ○

認証保育所 ○

企業主導型保育事業 ○

その他の法届出対象施設
（認証保育所・企業主導型保育事業・
ベビーシッター以外）

○

ベビーシッター ○

顧客児童限定保育施設 ○

その他の顧客児童限定保育施設
（ベビーシッター以外）

○

ベビーシッター ○

通知の
状況

あり
通知日 令和 年 月 日（ ）

通知方法

○ なし

提出書類
の有無

あり
提出期限 令和 年 月 日（ ）

提出方法

○ なし

＜担当＞企画・制度グループ 加藤 TEL：４５７－２８２７
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変更届等の一部書類において、届出者等の自署又は押印を廃止します。

＜自署又は押印を廃止する書類＞
・ 認可外保育施設（法届出対象施設・顧客児童限定保育施設）設置届
・ 認可外保育施設（法届出対象施設・顧客児童限定保育施設）変更届
・ 認可外保育施設（法届出対象施設・顧客児童限定保育施設）休止届
・ 認可外保育施設（法届出対象施設・顧客児童限定保育施設）再開届
・ 認可外保育施設（法届出対象施設・顧客児童限定保育施設）廃止届
・ 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書
・ 特定子ども・子育て支援施設等確認変更届
・ 特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届

＜自署又は押印を廃止しない書類＞
・ 認可外保育施設運営状況報告書
・ 改善措置状況報告書
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令和７年度まで 令和８年度以降

様式の
変更箇所

所 在 地
届 出 者 名 称

代表者氏名
（自署しない場合は、押印してください。）

所 在 地
届 出 者 名 称

代表者氏名

提出方法 持参又は郵送 メール

＜変更点＞
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＜留意事項＞

・ 様式は、市公式ホームページからダウンロードしてください。
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/s-youho/jigyousya/
b-ninkagaihoiku.html

・ 従前の様式を使用した場合は、令和８年４月１日付け以降の届出等であっても
自署又は押印を求めることがありますので、ご了承ください。

・ 原則として、市で登録されているメールアドレスからご提出ください。
登録されていないメールアドレス（法人本部や職員個人のアドレス等）から
提出された場合は、本人確認をすることがあります。

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/s-youho/jigyousya/


次第№2 施設情報、防災等に関する
基本情報等の調査について

対
象
類
型

法届出対象施設 〇

認証保育所 〇

企業主導型保育事業 〇

その他の法届出対象施設
（認証保育所・企業主導型保育事業・
ベビーシッター以外）

〇

ベビーシッター 〇

顧客児童限定保育施設

その他の顧客児童限定保育施設
（ベビーシッター以外）

ベビーシッター

通知の
状況

あり
通知日 令和 年 月 日（ ）

通知方法

〇 なし

提出書類
の有無

〇 あり
提出期限 令和8年4月10日（金）

提出方法 LoGoフォーム

なし

＜担当＞企画・制度グループ 深田 TEL：４５７－２８２７
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施設、防災等に関する基本情報等の調査について

１ 概要
・幼保支援課、幼保運営課及びこども若者政策課からの通知等の連絡
を確実に施設へ送付するため、連絡先を調査するもの。
（令和８年度の幼保支援課、幼保運営課及びこども若者政策課からの
連絡先として使用）

・防災に関する基本情報（浸水想定区域の該当、非該当など）を改めて
確認することで、防災意識を高めるとともに、災害発生時等の対応に
備えて緊急時の連絡先を確認するもの。
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施設、防災等に関する基本情報等の調査について

２ 調査項目
（１）施設に関する情報
・【必須】園長（施設管理者）の氏名、施設の電話番号、メールアドレス
・【必須】現在登録されているメールアドレスの変更の有無

（２）防災等に関する情報
・【任意】緊急連絡先（電話番号、メールアドレス）
・【必須】津波浸水想定区域に該当するか
・【必須】浸水想定区域に該当するか（河川別に３項目）
・【必須】土砂災害特別警戒区域又は土砂災害警戒区域に該当するか
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施設、防災等に関する基本情報等の調査について

３ 回答方法、回答期限
（１）回答方法

LoGoフォームで回答
URL：https://logoform.jp/form/Savd/1465764

（２）回答期限
令和８年４月１０日（金）

【二次元コード】

https://logoform.jp/form/Savd/1465764
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施設、防災等に関する基本情報等の調査について

４ その他
・浸水想定区域、土砂災害警戒区域については、浜松市防災マップから
確認してください。

浜松市防災マップURL：
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/bosai/bosai/map/index.html

・提供していただいた情報は、必要に応じて教育委員会教育支援課に
共有させていただきます。

・年度途中で連絡先等の変更がある場合は、幼保支援課へメールで
ご連絡ください。

・災害時等の緊急連絡先は、災害発生時等に国又は県への報告で
使用します。

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/bosai/bosai/map/index.html


次第№3 発災時の被災状況報告
について

対
象
類
型

法届出対象施設

認証保育所 〇

企業主導型保育事業 〇

その他の法届出対象施設
（認証保育所・企業主導型保育事業・
ベビーシッター以外）

〇

ベビーシッター

顧客児童限定保育施設

その他の顧客児童限定保育施設
（ベビーシッター以外）

ベビーシッター

通知の
状況

あり
通知日 令和 年 月 日（ ）

通知方法

〇 なし

提出書類
の有無

あり
提出期限 令和 年 月 日（ ）

提出方法

〇 なし

＜担当＞企画・制度グループ 深田 TEL：４５７－２８２７
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発災時の被災状況報告について

①報告方法

LoGoフォーム
URL:https://logoform.jp/form/Savd/93040

二次元コード →

②報告基準 幼保支援課からの案内メール受信時に報告

③報告期限 第１報 メール受信確認後直ちに報告

※午後６時から翌日午前７時までの間に発災した場合は、施設や職員の被災状況が確認でき次第報告

※第１報後、被災状況が変わった場合は、第２報を待たずにその都度報告

第２報 第１報翌日の午前９時までに報告

発災後７日間は午前９時を期限として第３報以降を報告

被害の規模に応じて報告を不要とする場合もある

④報告項目 人的被害、建物被害、ライフライン等

⑤国への報告 施設→市→県→国

https://logoform.jp/form/Savd/93040


次第№4 令和８年度 指導監査（立入
調査）の概要について

対
象
類
型

法届出対象施設 ○

認証保育所 ○

企業主導型保育事業 ○

その他の法届出対象施設
（認証保育所・企業主導型保育事業・
ベビーシッター以外）

○

ベビーシッター ○

顧客児童限定保育施設 ○

その他の顧客児童限定保育施設
（ベビーシッター以外）

○

ベビーシッター ○

通知の
状況

あり
通知日 令和 年 月 日（ ）

通知方法

なし

提出書類
の有無

あり
提出期限 令和 年 月 日（ ）

提出方法

なし

＜担当＞こども若者政策課 監査・調整グループ TEL：４５７－２７９５
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浜松市認可外保育施設の指導監督

区
分 施設の種類

立入
施設数

(うち指導
施設数) ①文書指導件数 ②口頭指導件数

認
可
外
保
育
施
設

認証Ⅰ・Ⅱ類 ６ （２） ０ ３

企業主導型 ３４ （１６） ２ ２３

ベビーシッター ４ （４） １ １１

その他 ３９ （３４） ２２ ７３

合 計 ８３ （５１） ２５ １１０

１．令和７年度 指導監査結果（R8.3.1現在）
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指導事項 指導区分

保育に従事する者の数について、乳幼児数に対して必要な数の保育に従事する者を配置すること。 文書

保育に従事する者の有資格者の数について、保育に従事する者の必要数の3分の1以上は有資格者を
配置すること。 文書

非常災害に対する設備の設置について、消火用具（火災報知器）を設置すること。 文書

避難消火等の訓練について、避難及び消火の訓練を毎月１回以上実施すること。 文書・口頭

乳幼児及び職員の健康診断について、実施すること。 文書・口頭

施設及びサービスに関する内容の掲示、及び、サービス利用者に対する契約内容の書面等による交付
について、市への届出内容と一致した事項を掲示及び交付すること。 口頭

施設及びサービスに関する内容の掲示について、「ここdeサーチ」に掲載すること。 口頭

保育士特定登録取消者管理システムにおいて、児童生徒性暴力等を行ったことにより保育士登録が取
り消された者等であるかの確認を行うこと。 口頭

２．主な指導事項（R8.3.1現在）
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３．令和８年度の指導監査について（予定）

【対 象】 認可外保育施設（法届出対象施設・顧客児童限定保育施設）
【時 期】 令和８年５月以降
【内 容】 （１)「認可外保育施設運営状況報告書（第11号様式）」、「共通様式１～５」、「その他必要

書類」の徴収
（２） 立入調査

①「認可外保育施設運営状況報告書（第11号様式）」、「共通様式１～５」、「その他
必要書類」の実施内容の確認

②「浜松市認可外保育施設の設備及び運営に関する基準」に基づき、適切な保育内容及び
保育環境の確保の確認

【その他】 ・市から『特定子ども・子育て支援施設等』の確認を受けている施設は、併せて『特定子ど
も・子育て支援施設等』についての指導監査も実施します。

・令和８年度の指導監査にて文書指導があった場合、当該施設の名称・指導事項・改善状況等
について、市のホームページにて公表します。

・指導監査に関する通知について、市に届出されている『設置者』宛てにメールにて送信しま
す。



次第№5 令和８年度浜松市教育・保育施設等物価
高騰対策助成事業費補助金について

対
象
類
型

法届出対象施設

認証保育所 ◯

企業主導型保育事業 ◯

その他の法届出対象施設
（認証保育所・企業主導型保育事業・
ベビーシッター以外）

◯

ベビーシッター

顧客児童限定保育施設

その他の顧客児童限定保育施設
（ベビーシッター以外）

ベビーシッター

通知の
状況

あり
通知日 令和 年 月 日（ ）

通知方法

◯ なし（６月上旬に案内予定）

提出書類
の有無

あり
提出期限 令和 年 月 日（ ）

提出方法

◯ なし

＜担当＞事業グループ 沖田 TEL：４５７－２１１８

20
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１ 事業概要

食材費等の物価が高騰する中、事業者及び保護者の負担軽減を図ることを目的とし、教育・保育
施設等において事業に必要となる経費について補助するもの

２ 補助要件・補助単価等

（１）対象施設
令和８年４月１日時点において市内で事業を設置又は実施している以下の施設。

認可保育所等 認定こども園、保育所、地域型保育事業

幼稚園 新制度幼稚園、従来型幼稚園

認可外保育施設
（法届出対象施設） ※1

認証保育所、企業主導型保育事業、その他の認可外保育施設

※1 認可外保育施設（法届出対象施設）は、児童福祉法第５９条の２第１項に基づく届出を
令和８年５月１日までに行っている法届出対象施設が対象。ただし、ベビーシッターを除く。
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(2)要件
食材料費等の物価高騰の影響を受ける中（要件①）、保護者への負担軽減を図り（要件②）、
栄養バランスや量を保った給食の提供を実施すること。

要件①

食材料費等について物価高騰の影響を受けていること（令和８年４月時点）

食材料費等について、令和３年度から令和７年度までのいずれかの価格と比較して、
令和８年４月時点における価格が上回っている場合、物価高騰の影響を受けていること
に該当します。
（例：令和７年度に食材料費等の値上げがあり、令和８年度の食材料費等の価格が令
和７年度から変化していない（又は若干下回っている）場合でも、令和８年度の価格が
令和３年度から令和６年度までのいずれかの価格よりも上回っていれば、物価高騰の
影響を受けていることに該当します。）
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要件②

保護者負担の軽減を図っていること（令和８年４月時点）

食材料費等の物価高騰の影響を受けていたが、保護者へ必要な追加徴収を行わず、物価高騰相
当分を園の負担（全額園の負担又は一部園の負担）で給食の提供を実施した場合、保護者への負
担軽減を図っているとします。

※保護者への負担軽減には、物価高騰による保護者への価格転嫁を抑制した場合を含みます。
（例：本来なら、物価高騰の影響による値上げ額を１食あたり１０円としたかったところ、実際は７円
の値上げ幅に抑制し、園で物価高騰相当分の一部（３円）を負担している場合も、保護者への負担
軽減を図っているとみなします。）

※保護者への負担軽減を実施していない場合（食材料費等の物価高騰による園の追加
負担が発生していない場合）は補助対象外となります。
（例：１食あたりの１０円の価格上昇があり、保護者がその全額となる１０円を追加で負担し、園の追
加負担がない場合は補助対象外。）

※交付申請書の提出までに、上記要件を満たしていること。
（例：４月以降の給食費について物価高騰による園の追加負担が発生しない額で保護者から既に
徴収している場合でも、本補助事業の要件を満たすために交付申請書の提出までに、４月時点に
遡って保護者負担の軽減を図った場合も要件が満たされたものとなります。）
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（3）補助対象経費

給食提供に係る費用（食材料費、外注費用）

※給食には、離乳食開始前の乳児におけるミルクの提供を含みます。
※給食には、軽食（おやつ等）及び飲み物のみの提供は含みません。
※人件費、什器購入費、輸送に係る費用等の諸経費は除きます。

（4）補助基準額・補助率・補助額

・補助基準額：①認定こども園、保育所、地域型保育事業、認可外保育施設
１７，０００円×在園児数（令和８年４月１日時点）

②幼稚園
１１，３００円×在園児数（令和８年４月１日時点）

※在園児数とは、月極により利用している就学前児童の人数（浜松市外からの利用者を含む）
を言い、一時預かり事業や就学児童の人数は含みません。

・補助率 ：１／２
・補助額 ：補助基準額×補助率
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３ 書類の提出時期

（１）今後のスケジュール

時期 市 ⇔ 施設 内容

令和８年３月
【送付：市⇒施設】

・事業概要の案内
事業概要の案内、要綱の送付等

令和８年６月上旬
【送付：市⇒施設】

交付申請書類等の提出依頼

交付申請書等の送付

（受付：６月１５日～６月２６日）

令和８年８月下旬
【市⇒施設】

支払い

交付決定通知書の送付、補助金支払

※補助金支払時期は前後することがあります
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（2）提出書類の受付期間等

受付期間 提出日付 支払時期（予定）

令和８年６月１５日(月) ～ ６月２６日(金) 令和８年６月２６日 令和８年８月下旬～

４ 留意事項・その他

・同一法人が複数の施設を運営している場合、申請書等は施設ごとに提出ください。
・国庫補助事業となりますので、証拠書類の原本を１０年間（令和１９年３月３１日まで）保管してください
（※本申請手続きでは、浜松市への領収書等の支払いを証する書類の提出は不要です。）。

・法人等の決算後に消費税及び地方消費税仕入れ控除税額の報告が必要となります。

【提出場所】 幼保支援課

【提出方法】 持参又は郵送（郵送の場合は受付期間必着）
※受付期間外は書類のお受け取りができかねますのでご注意ください。
※事務処理の円滑化のため、提出日付を統一することにご協力ください。
※補助金支払時期は前後することがあります。



次第№6 幼児教育・保育の質の向上
に向けた取り組みについて

対
象
類
型

法届出対象施設 ○

認証保育所 ○

企業主導型保育事業 ○

その他の法届出対象施設
（認証保育所・企業主導型保育事業・
ベビーシッター以外）

○

ベビーシッター ○

顧客児童限定保育施設 ○

その他の顧客児童限定保育施設
（ベビーシッター以外）

○

ベビーシッター ○

通知の
状況

あり
通知日 令和 年 月 日（ ）

通知方法

○ なし

提出書類
の有無

あり
提出期限 令和 年 月 日（ ）

提出方法

○ なし

＜担当＞指導グループ 名古 TEL：４５７－２１１７

27
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浜松市HP「浜松市幼児
教育推進協議会」で検索。
または、二次元コードより
ご覧ください。
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令和8年度
幼児教育・保育の質の向上に向けた取り組みについて

１ 幼児教育の指針の浸透と教職員用
指導資料の活用促進

２ 研修の実施

３ 幼児教育アドバイザー派遣事業
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浜松市版
「つながる」カリキュラム参考資料
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浜松市にある資料

子育て支援課：
はますくノート・ファイル

幼保運営課：
浜松市幼児教育の指針
「幼児期に育てたい力」
〇リーフレット
〇教職員用指導資料
〇浜松市版「つながる」
カリキュラム参考資料

教育委員会：
浜松市第4次教育総合計画

こども家庭部：
浜松市こども計画

文部科学省・こども家庭庁

こども家庭庁：
幼児期までのこどもの育ちに係る
基本的なビジョン
（はじめの１００か月の育ちビジョン）

文部科学省：
〇つながるってどういうこと？
〇幼児期に本当に大切な学び

って何ですか？

31
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資料がたくさんあることで、

「いつ？」 「だれが？」
「どんな目的で？」 「どの資料を？」

見ればいいか分からない・・・

そんな「どれを見るといいの？」を
解消するために、資料をまとめました。



～浜松市幼児教育の指針
「幼児期に育てたい力」参考資料サーチ～
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近日公開予定



次第№7 令和８年度の研修会について

対
象
類
型

法届出対象施設 ○

認証保育所 ○

企業主導型保育事業 ○

その他の法届出対象施設
（認証保育所・企業主導型保育事業・
ベビーシッター以外）

○

ベビーシッター ○

顧客児童限定保育施設 ○

その他の顧客児童限定保育施設
（ベビーシッター以外）

○

ベビーシッター ○

通知の
状況

あり
通知日 令和 年 月 日（ ）

通知方法

○ なし

提出書類
の有無

あり
提出期限 令和 年 月 日（ ）

提出方法

○ なし

＜担当＞指導グループ 名古 TEL：４５７－２１１７
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令和8年度
幼児教育・保育の質の向上に向けた取り組みについて

１ 幼児教育の指針の浸透と教職員用
指導資料の活用促進

２ 研修の実施

３ 幼児教育アドバイザー派遣事業



研修名 令和８年度の研修内容 形態
見逃し配信
(予定）

4月28日(火) 園長等管理職研修会
こどもの人権とプライバシーとは
　・こどもの権利　・包括的性教育　・生命の安全教育　等

オンライン あり

5月14日(木) 重大事故防止研修会　 内容を検討中 オンライン あり

5月28日(木) 食中毒・感染症予防対策研修会　 子供にとって安全・安心の保障につながる内容を検討中 オンライン あり

6月10日(水) 防災に関する研修会 幼児期の防災訓練で大切にしたいこと オンライン あり

6月22日(月) 発達支援研修会
事例をもとに特別な支援が必要な子供への対応やアセスメン
トの具体について学ぶ

オンライン あり

7月6日(月) 園長等管理職の発達支援に関する研修会 特別な支援が必要な子供たちへ関わる職員への指導 オンライン あり

9月14日(月)
15日(火)

幼児教育と小学校教育の接続に関する研修会　
市立小学校が悉皆研修となり、全ての小学校が参加する研修
となる。※教育センターと共催

集合 未定

10月13日(火) 保育の質の向上に関する研修会
乳幼児期から幼児期、小学校への運動能力の発達と運動教育
のつながり

オンライン あり

11月26日(木) 食育推進研修会　 ニーズを踏まえた内容を検討中 集合 未定

37

令和8年度 研修計画



研修名 令和８年度の研修内容 形態
見逃し配信
(予定）

4月28日(火) 園長等管理職研修会
こどもの人権とプライバシーとは
　・こどもの権利　・包括的性教育　・生命の安全教育　等

オンライン あり

5月14日(木) 重大事故防止研修会　 内容を検討中 オンライン あり

5月28日(木) 食中毒・感染症予防対策研修会　 子供にとって安全・安心の保障につながる内容を検討中 オンライン あり

6月10日(水) 防災に関する研修会 幼児期の防災訓練で大切にしたいこと オンライン あり

6月22日(月) 発達支援研修会
事例をもとに特別な支援が必要な子供への対応やアセスメン
トの具体について学ぶ

オンライン あり

7月6日(月) 園長等管理職の発達支援に関する研修会 特別な支援が必要な子供たちへ関わる職員への指導 オンライン あり

9月14日(月)
15日(火)

幼児教育と小学校教育の接続に関する研修会　
市立小学校が悉皆研修となり、全ての小学校が参加する研修
となる。※教育センターと共催

集合 未定

10月13日(火) 保育の質の向上に関する研修会
乳幼児期から幼児期、小学校への運動能力の発達と運動教育
のつながり

オンライン あり

11月26日(木) 食育推進研修会　 ニーズを踏まえた内容を検討中 集合 未定
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令和8年度 研修計画
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幼児教育と小学校教育の接続に関する研修会

〇A日程 令和８年９月１４日（月）の参加対象園・小学校
・中央区中地域（旧中区に三方原地区を加えた区域）
・中央区東地域（旧東区）

〇Ｂ日程 令和８年９月１５日（火）の参加対象園・小学校
・中央区西地域（旧西区）
・中央区南地域（旧南区）
・浜名区
・天竜区

令和8年度 研修計画



次第№8 令和8年度の幼児教育アドバイ
ザー派遣事業について

対
象
類
型

法届出対象施設 〇

認証保育所 〇

企業主導型保育事業 〇

その他の法届出対象施設
（認証保育所・企業主導型保育事業・
ベビーシッター以外）

〇

ベビーシッター

顧客児童限定保育施設

その他の顧客児童限定保育施設
（ベビーシッター以外）

ベビーシッター

通知の
状況

あり
通知日 令和 年 月 日（ ）

通知方法

〇 なし

提出書類
の有無

あり
提出期限 令和 年 月 日（ ）

提出方法

〇 なし

＜担当＞指導グループ 渥美康世 TEL：４５７－２１１７

40
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幼児教育アドバイザー派遣事業
事業の詳細

１ 目的
浜松市幼児教育の指針で示す「幼児期に育てたい力」の育みに向け、幼児教育

アドバイザーが、就学前の幼児教育・保育施設の派遣依頼に応じ、園内研修支援
等を行うことで、幼児教育・保育の質の向上を図る。

２ 派遣対象
アドバイザーの派遣を希望する市内の私立保育所・認定こども園・幼稚園、地

域型保育事業及び認可外保育施設
３ 内容

アドバイザーが、園訪問による保育参観や園内研修での助言を通して、園の良
さや課題に応じた乳幼児理解や乳幼児の姿の見取り方、環境構成、保育者の関わ
り方、「幼児期に育てたい力」教職員用指導資料の活用等について、支持的・協
同的な支援をする。

４ 派遣するアドバイザー
幼児教育の専門的知見や豊富な実践経験を有し、かつ、幼児教育の指針につい

ての指導・助言ができる者を市が委嘱する。
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幼児教育アドバイザー派遣事業
事業の詳細

５ 派遣期間・派遣回数
・ 派遣期間は、令和８年５月から令和９年２月までとする。
・ １園につき年間２回まで派遣することができる。

６ 派遣日程・参加者
・ 派遣日程は、原則、月曜日から金曜日（祝日を除く）の午前９時から
午後３時までの間で、１回４時間以内（必要に応じ休憩時間を取得）とする。

・ 参加者は、原則、年間を通し同一の者とする。

令和８年度幼児教育アドバイザー
氏名 役職等 参考

元浜松市立幼稚園長
平成30年度「幼児期に育てたい力」教職
員用指導資料指導資料作成の助言者
元浜松市立保育園長
平成30年度「幼児期に育てたい力」教職
員用指導資料指導資料作成のワーキング
グループメンバー

石野　純子氏

阿部　眞弓氏

浜松学院大学　外部講師

常葉大学　非常勤講師
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幼児教育アドバイザー派遣事業
令和８年度幼児教育アドバイザー派遣事業スケジュール

令和7年度幼児教育アドバイザー派遣事業を活用した園のアンケートより

質問 回答

本事業を利用することで、職員が自園の良さや取組に
自信をもつとともに、課題を明確にし、解決策を考え
ることができましたか。

「とてもそう思う」
「まあそう思う」と回答し
た割合

100.0%

本事業を利用したことで、浜松市幼児教育の指針「幼
児期に育てたい力」や教職員用指導資料の理解が深ま
りましたか。

「とても理解が深まった」
「理解が深まった」と回答
した割合

100.0%

事業活用の様子



次第№9 重大事故の報告書の提出
について

対
象
類
型

法届出対象施設 〇

認証保育所 〇

企業主導型保育事業 〇

その他の法届出対象施設
（認証保育所・企業主導型保育事業・
ベビーシッター以外）

〇

ベビーシッター

顧客児童限定保育施設

その他の顧客児童限定保育施設
（ベビーシッター以外）

ベビーシッター

通知の
状況

〇 あり
通知日

令和７年３月２１日
※国の通知日

通知方法 メール

なし

提出書類
の有無

〇 あり

提出期限 事故発生後速やかに

提出方法
Excelデータのまま
メールにて提出

なし

＜担当＞指導グループ 渥美康世 TEL：４５７－２１１７
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【報告書】浜松市ホームページに格納

【報告様式】浜松市ホームページ」→「創業・産業・ビジネス」→
「福祉・介護」→「幼児教育・保育関係事業者の皆様へ(トップ
ページ)」→B.認可外保育施設(法届出対象施設、顧客児童限定保育
施設、届出対象外施設)の届出等について→2.既存の認可外保育施
設の事業者の方へ
３）指導監査→ア.随時報告→重大な事故

「B-2-31 重大事故報告様式【教育・保育施設等事故報告
様式（Ver.5）」(Excelデータ）

*提出時はExcelデータのまま、幼保運営課までメールにて提出

重大事故報告書



次第№10 感染症・食中毒疑い事例
発生報告書の提出について

対
象
類
型

法届出対象施設 〇

認証保育所 〇

企業主導型保育事業 〇

その他の法届出対象施設
（認証保育所・企業主導型保育事業・
ベビーシッター以外）

〇

ベビーシッター

顧客児童限定保育施設

その他の顧客児童限定保育施設
（ベビーシッター以外）

ベビーシッター

通知の
状況

あり
通知日 令和 年 月 日（ ）

通知方法

〇 なし

提出書類
の有無

〇 あり
提出期限 事例発生後速やかに

提出方法 FAXまたはメール

なし

＜担当＞指導グループ 渥美有代 TEL：４５７－２１１７
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感染症の集団発生等がある場合、施設長は
「保健所」及び「幼保運営課」に報告してください。

＜報告の基準＞

ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると思われる死亡者

又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合

イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上

又は全利用者の半数以上発生した場合

ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等

の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
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報告様式について

＜様式の格納先＞
●浜松市ホームページ

「感染症報告書」でサイト内検索

令和6年4月より様式が改訂されています。
令和8年4月に様式が改訂されます。
最新の様式をダウンロードし、ご利用ください。
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記入方法について

＜記入例の格納先＞
●浜松市ホームページ

「感染症報告書」でサイト内検索

記入例をご参照の上、作成してください。
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報告について

報告先 報告方法 連絡先

保健所 FAX 感染症疑い FAX 453-6230
食中毒疑い FAX 459-3561

幼保運営課 FAX または メール
FAX 457-2039
E-mail u-youho@city.hamamatsu.shizuoka.jp

※ FAX又はメールを送信する旨事前の連絡は不要です。

mailto:u-youho@city.hamamatsu.shizuoka.jp


次第№11 給食における異物混入の
報告について

対
象
類
型

法届出対象施設 〇

認証保育所 〇

企業主導型保育事業 〇

その他の法届出対象施設
（認証保育所・企業主導型保育事業・
ベビーシッター以外）

〇

ベビーシッター 〇

顧客児童限定保育施設 〇

その他の顧客児童限定保育施設
（ベビーシッター以外）

〇

ベビーシッター 〇

通知の
状況

〇 あり
通知日 令和7年3月18日(火)
通知方法 文書

なし

提出書類
の有無

〇 あり
提出期限 発生後、速やかに

提出方法 メール（FAXも可）

なし

＜担当＞指導グループ TEL：４５７－ ２１１７
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【報告対象】
金属片、ガラス片、洗剤等化学物質、衛生害虫、異味異臭の異物混入、保護
者とのトラブルに発展しそうな事案

【報告先】
発生後は速やかに、以下の 2か所に、報告してください。

幼保運営課指導グループ（電話またはメールにて報告）
保健所生活衛生課食品安全対策グループ（電話にて報告）

【報告書項目】
報告書項目について報告をお願いします。

園名、日時、混入した献立、
混入した異物（形状、大きさ）、
発見者、発見場所、発見状況（盛付後、口の中など）、
混入の原因、健康被害の有無、自園調理の有無
（【報告書】を参考にしてください）
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【報告書項目】
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【報告書】ダイレクトクラウドに格納
00R8全園共通→R08市⇒施設
→A22_R08【様式】事故・感染症・防災様式関係（指導G）→A2203_R08異物混入
→給食における異物混入の報告について（異物混入報告書）



次第№12 保育施設におけるアレルギー
疾患生活管理指導表について

対
象
類
型

法届出対象施設 〇

認証保育所 〇

企業主導型保育事業 〇

その他の法届出対象施設
（認証保育所・企業主導型保育事業・
ベビーシッター以外）

〇

ベビーシッター 〇

顧客児童限定保育施設 〇

その他の顧客児童限定保育施設
（ベビーシッター以外）

〇

ベビーシッター 〇

通知の
状況

あり
通知日 令和 年 月 日（ ）

通知方法

〇 なし

提出書類
の有無

あり
提出期限 令和 年 月 日（ ）

提出方法

〇 なし

＜担当＞指導グループ TEL：４５７－２１１７
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【関係法令】
「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」

【様式】ダイレクトクラウドに格納
00R8全園共通→R08市⇒施設→A22_R08【様式】事故・感染症・防災様式関

係（指導G）→A2206_R08アレルギー関係

→【様式1】
0604保育施設におけるアレルギー疾患生活管理指導表

【基本原則】
〇全職員を含めた関係者の共通理解の下で、組織的に対応する
〇医師の診断指示に基づき、保護者と連携し、適切に対応する
〇地域の専門的な支援、関係機関との連携の下で対応の充実を図る
〇食物アレルギー対応においては安全・安心の確保を優先する
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